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津市社会福祉協議会とは？

「ささえあい ともに生きる 地域づくり」

生涯を通じていきいきとした生活を送り、誰もが安心して暮らせる健康で人にやさし
い地域づくりを進めるために、地域のみなさんやボランティア、福祉、保健等の関係団
体、行政機関と協力しながら地域福祉の推進を図る民間の社会福祉団体です。

「第3次津市地域福祉活動計画」の基本目標である「ささえあい ともに生きる 地

域づくり」の実現に向け、地域と津市と津市社会福祉協議会が一体となり、地域の繋が

りと支えあいのもと、誰もが暮らしやすい地域づくりを進めていきます。

津市社協の組織（令和5年4月1日現在）

評議員会

評議員 １３～１５名

評議員選任・解任委員会

評議員選任・解任委員会委員 ５名

理事会

会 長  １ 名

副 会 長  ２ 名

常務理事      １ 名

理 事  ４～６名

監事会

監事 ２名

事務局

総務課 地域福祉課 生活支援課

津市成年後見サポートセンター

津日常生活自立支援センター

久居支部

日常生活
自立支援
事業

認定調査

芸濃支部 美里支部 安濃支部 香良洲支部 一志支部 美杉支部河芸支部

認定調査

介護事業所

居宅介護支援（北部）
（津地域の一部、河芸、
芸濃、安濃地域）

訪問介護（北部）
（久居地域の一部、美
里地域の一部、津、河
芸、芸濃、安濃、香良
洲地域）

介護事業所

居宅介護支援（白山）
（津地域の一部、久居、
美里、一志、白山地域、
美杉地域の一部）

訪問介護（白山）
（久居地域の一部、美
里地域の一部、一志、
白山、美杉地域）

介護事業所

居宅介護支援（美杉）
（美杉地域）

通所介護（休止中）

美
杉
生
活
支
援
ハ
ウ
ス

津北部東地域包括支援センター

（河芸地域）

津一志地域包括支援センター

（一志、白山、美杉地域）

介護サービス課

津市まん中老人福祉センター

白山支部

お問合せ先
総務課 (059)213-7112
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◇◎ ◎ ◎ ☆ ☆

◇＝津香良洲エリア

◎＝安芸美エリア

☆＝一志白山エリア

顧問 １名



第3次津市地域福祉活動計画
（２０１９年度～２０２３年度）

第3次津市地域福祉活動計画は、津市総合計画基本構想・第2次基本計画と相互に連
携し、住民及び福祉・保健等の関係団体や事業者が地域福祉推進のため、主体的に関
わる具体的な活動の計画です。つまり、住民や地区社会福祉協議会、民生委員・児童
委員、自治会、ボランティアなどが主体的に参加し、地域福祉の課題解決を目指す民
間の行動計画で、津市社会福祉協議会が住民とともに策定したものです。

基本目標

本計画は、津市の現状と課題から導き出された３つのキーワード「つながり」「活躍」
「理解」を基に、以下の3つを計画全体のテーマとし、前計画の基本目標である「ささえ
あい ともに生きる 地域づくり」を引き続き本計画の基本目標とします。

テーマ①
誰もが つながりを

大切にする
【つながり】

テーマ②
誰もが いきいきと

活躍できる
【活躍】

テーマ③
誰もが 尊重し合い

認め合う
【理解】

基本方針

① 子どもや若い世代が元気な地域

② 安心して子育てができ、希望がもてる地域

③ 高齢者が健やかに活躍できる地域

④ 障がいのある人が自分らしく暮らせる地域

⑤ 生活上の課題を解決できる地域

⑥ 住民が尊重し合い、認め合う地域

お問合せ先
地域福祉課 (059)213-7111
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団体支援事業

◇地区社会福祉協議会の支援

市内各地域での福祉活動の基盤強化を図り、安心して暮らせる福祉のまちづくりを
推進するため、地域での福祉課題に対応し、その問題解決に向けて、さまざまな活動
を展開する地区社会福祉協議会への支援協力を行っています。

地区社会福祉協議会とは

津市内の地区社会福祉協議会（以下「地区社協」という。）は、社会福祉法に規定
されている市町村社協とは異なる任意の団体で、地域住民一人ひとりが地域福祉活動
に参加し、地域内のふれあいと支えあいを育んでいく地域住民組織です。

地区社協では、地域の生活上の問題や課題について話し合い、その解決のための活
動や助けあいの意識づくりを進めています。

芸   濃   地   区
草   生   地   区
村   主   地   区
安   濃   地   区
明   合   地   区

美   里   地   区

榊   原   地   区
栗   葉   地   区
戸   木   地   区
桃   園   地   区
立   成   地   区
誠   之   地   区
成   美   地   区

白   山   地   区

美   杉   地   区

一   志   地   区

香  良  洲  地  区

豊   津   地   区
上   野   地   区
黒   田   地   区
千里ヶ丘地 区

北 立 誠 地 区
南 立 誠 地 区
敬   和   地   区
養   正   地   区
修   成   地   区
育   生   地   区
新   町   地   区
南 が 丘 地 区
白   塚   地   区
栗   真   地   区
一 身 田 地 区
安   東   地   区
津   西   地   区
櫛 形 地 区
片   田   地   区
神   戸   地   区
藤   水   地   区
高 茶 屋 地 区
雲   出   地   区
大   里   地   区
高 野 尾 地 区
豊 が 丘 地 区

お問合せ先
地域福祉課 (059)213-7111

地域福祉活動団体の支援

地域福祉活動を推進する関係団体との連携に重点を置き、各団体の支援協力を行い
ます。

（民生委員・児童委員協議会、老人クラブ連合会、母子父子寡婦福祉会、ボランティ
ア連絡会、身障者福祉連合会、その他福祉関係団体 等）
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広報・啓発事業

◇「つ社協だより」の発行

本会の活動や、地域の情報、福祉に関す
るイベントの案内などの情報を幅広く知っ
ていただくため、年5回「つ社協だより」
を発行し、全戸に配布しています。

◇ホームページ

本会の概要、事業内容、地域福祉、ボラ
ンティア、介護サービスなどに関する最新
の情報を発信しています。

みなさまからの会費及び御寄附は、地域のボランティア活動など、地域に根ざした社
協活動をさらに充実させていくための重要な財源となります。

賛助会員（個人） 一口 1,000円 以上
賛助会員（法人・団体） 一口 3,000円 以上

※会費や金銭の御寄附については、金額により税法上の寄附金控除を受けられる
場合があります。

赤い羽根共同募金

社会福祉法人三重県共同募金会を支援し、津市共同募金委員会が実施する「赤い羽根
共同募金運動」に協力します。

「赤い羽根共同募金運動」は、津市内の地域福祉の貴重な財源となっており、「じぶ
んの町を良くするしくみ」として、地域に密着した地域福祉活動が展開されるよう啓発
します。

みなさまからの
あたたかい御支援や御協力を
よろしくお願いいたします。

お問合せ先
地域福祉課 (059)213-7111

お問合せ先
総務課 (059)213-7112
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ボランティアセンター事業

◇ボランティアセンターの活動

ボランティアセンターは、ボランティア活動を行いたい人とボランティアの手助けが
ほしい人との橋渡しの役割を果たし、ボランティア活動の支援を行っています。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

なにかお手伝いできる
ことはないかな・・・

誰か手伝ってくれる人
はいないかな・・・

相談 相談

紹介 紹介

ボランティアスクール

地域住民を対象として、幅広い年齢層のボランティア活動へのきっかけづくりとして、
また、地域で必要とされているボランティアの育成を目的に開催しています。

ボランティア交流会

それぞれの地域で活躍するボランティアやボランティアグループとの交流会を行い、
地域や活動の情報の共有やつながりづくりを進めます。

災害ボランティアの養成

大規模災害や局地的災害の被災地をボランティア活動によって支援できるよう、災害
ボランティア研修会を開催し、災害ボランティアの啓発と育成を行います。

ボランティアの情報提供と啓発

ボランティア情報誌「ぼらん津」の発行や「つ社協だより」での記事掲載を行い、地
域のボランティア活動やボランティアに関する情報提供・啓発を行います。

お問合せ先
地域福祉課 (059)213-7111
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福祉教育推進事業

◇地域福祉教育推進

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすため、また、一人ひとりの「ふだんの く
らしの しあわせ」のために、地域住民が自分の住む地域の福祉課題について考え、
住民とともに課題解決に向けて取り組んでいます。

小学生から高齢者までの幅広い地域住
民を対象に、車椅子などの体験や、地域
に住む人との出会いを通じて、福祉に触
れてもらおうと、福祉出前講座を開催し
ています。

福祉体験や、ボランティア活動等に取
り組む、市内の小学校、中学校、高等学
校、特別支援学校、義務教育学校を「福
祉協力校」として指定及び助成を行い、
学校等との連携により福祉教育の充実を
図ります。

お問合せ先
地域福祉課 (059)213-7111

⇦ 出前講座の様子 ⇩

⇧福祉協力校相互間交流

このように、幅広い世代を対象に、
福祉について学ぶ機会を設け、課題
解決に向けて取り組んでいます♪

⇧ボランティア活動の様子
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介護予防事業

◇介護予防事業

市内の、おおむね65歳以上の方や介護者等を対象に、元気な方が介護が必要な状態に
ならないように介護予防や閉じこもり防止のための教室などを開催し、地域で自立した
生活が送れるよう支援します。

また、介護が必要となっても安心して住み続けられる地域づくりを推進しています。

転倒予防教室

元気な方が要介護状態とならない
よう、また、介護が必要な方もでき
るだけ心身機能を改善できるよう、
足腰を鍛えて転ばない身体づくりを
学びます。

教室名 内容 活動例

・転倒予防体操
・3B体操
・太極拳 など

認知症予防教室

家族介護教室

認知症にならないために、認知症
を正しく理解し、予防する方法を学
びます。そして、認知症になっても
安心して暮らしていける地域づくり
を目指します。

介護者等が介護に関する情報やリ
ラックス方法を学び、交流を図るこ
とで、「ほっ」と一息つける場所を
提供します。介護者が孤立しないよ
うな地域づくりを推進します。

・音楽療法
・楽しい毛筆
・絵手紙 など

・リラクゼーション
・音楽療法 など

その他…
津市まん中老人福祉センターにおいて、看護師による

健康相談、介護予防のための講座を開催し、介護予防の
啓発に努めています。

お問合せ先
地域福祉課 (059)213-7111
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地域福祉活動事業

◇ふれあい・いきいきサロン

サロンは、高齢者や障がい者、子育て中の親子等、だれもが気軽に楽しく参加できる
「地域の居場所」です。サロンの内容はさまざまで、おしゃべりやレクリエーション、
健康体操、講演会などがあり、交流や健康づくり、介護予防の場となっています。

サロン活動に期待すること

①仲間づくり
②閉じこもり防止
③介護予防
④情報交換・情報共有
⑤生きがいづくり
⑥見守り・支え合いづくり
⑦地域のネットワークづくり

サロンの活動ひとつひとつが「ささえあい ともに生きる 地域づくり」
につながり、「地域の絆づくり」に大きな役割を果たしています。

活動例

・公園でのお花見など
季節の行事

・子育てサロン
・体操やゲームで

健康づくり
・手芸で作品づくり
・子ども達との

異世代交流
・講演会

サロンに携わっている方を対象に、情報交
換や、レクリエーションの勉強などを学ぶ場
として、研修会や交流会を実施しています。

サロンを新しく立ち上げるための、相談や
支援も随時行っています。

お問合せ先
地域福祉課 (059)213-7111
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◇生活支援体制整備事業

生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）が、住民のみなさんや関係団体・
機関とともに、地域でのつながりづくりや、支え合いを推進し、高齢になっても住み慣
れた地域で安心して暮らし続けられる「地域づくり」に取り組みます。

ステップ１ こんな想いが芽生えたら…

・これからもこの地域で
安心して暮らしていきたい

・子ども達や若い世代との
交流を増やして

活気ある地域にしたい

ステップ２ 仲間を見つけよう！

・同じ地域に住んでいる人に
声を掛けてみる

・人数が少なくても大丈夫！

ステップ３ 集まって話し合ってみよう

・ワイワイガヤガヤ♪
ざっくばらんに思いを出し合おう

・津市社協にも声を掛けてください！

ステップ４ 具体的に考えてみよう

・どんな話？メンバーは？場所は？
具体的に考えてみよう

・いろいろな立場の人に参加してもらう

・メンバーはその都度変わってOK

ステップ５ わが町を考える話し合いの場（＝協議体）の開催

素敵な取り組みを取材して、
通信を作成しています♪

HPに掲載してありますので、
ぜひご覧ください♪
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◇小地域福祉活動支援事業

地域住民が隣近所や同じ地域の人との信頼関係を築き、地域で抱えている課題を把握
し、共有することにより、地域の生活課題を地域住民の助け合いによって解決していく
住民主体の活動につなげる支援をします。

（例）住民とともに「住みやすい地域」をつくるための懇談会
安心して子育てができる地域を推進するための、親子やボランティアの交流

◇要援護者対策地域見守りネット活動事業（絆のバトン）

一人暮らしの高齢者等に対し、救急医療情報キット（絆のバトン）を配布し、日常的
な見守り活動を行います。また、地域の自主的な見守り体制づくりの促進を図っていま
す。

◇子育て支援推進事業

安心して子育てができる地域をつくるために、どのようなニーズがあるかを把握・整
理します。それに伴い、関係機関と連携を取り、子育てサロン等の推進に取り組み、地
域全体で子育てができる体制づくりを行います。

◇福祉啓発事業

市内の各地域で開催されるまつりやイベント等の地域行事において、関係機関や団体
と連携・協働し、福祉意識や社会福祉協議会の活動の啓発を行います。

◇社会福祉大会

多年にわたり社会福祉に御尽力いただいた方や団体を顕彰するとともに、福祉に関す
る講演や映画の上映を行い、支え合いや助け合い等、福祉のこころを広く啓発します。

お問合せ先
地域福祉課 (059)213-7111
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生活相談支援事業

◇日常生活自立支援事業（津日常生活自立支援センター）

必要な福祉サービスについて適切に判断することに不安がある方を対象に、福祉サー
ビス利用手続きのお手伝いや金銭管理サービス等を通じて、生活の支援を行っています。

Ｑ.どのような人が利用できますか？

必要な福祉サービスを選択することに不安がある
金銭管理について不安がある

認知症高齢者
知的障がい者
精神障がい者 等が対象

※ただし、本人との契約に基づいてサービスを提供するため、利用意思と契約内容
への理解が必要です。

Ｑ.どのようなサービスがありますか？

◆福祉サービスの利用援助（基本サービス）
・福祉サービスに関する情報提供や助言
・福祉サービスの利用開始や、利用停止の際のお手伝い

◆日常的金銭管理サービス
・日常生活に必要な預貯金の払戻し、預入れ
・年金や各種手当を受け取る手続き
・税金、社会保険料、医療費、福祉サービス利用料、公共料金、家賃等の支払いの

お手伝いなど

◆書類等預かりサービス
・大切な書類等を金庫にて保管
（通帳、銀行印、実印、年金証書、保険証書、不動産権利書、契約書、クレジット

カード等）
※宝石、書画、貴金属、骨董品は預かり不可

Ｑ.利用料はいくらですか？

（１）福祉サービスの利用援助、日常的金銭管理サービス
⇒１，２００円／１回（１時間程度）

※生活保護受給者は利用料免除
※市町民税非課税で預貯金が２００万円未満の方は利用料が助成

（２）書類等預かりサービス
⇒年間３，０００円（２５０円／月）

お問合せ先
生活支援課 (059)246-1165
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◇生活困窮者自立相談支援事業

生活困窮者等が困窮状態から早期に抜け出すことを目的として、本人の状況に応じた
相談支援を行います。

【対象者】
生活保護を受給している方以外で、生活に困り最低限度の生活の維持ができなくなるお
それのある方（生活困窮者）。年齢制限なし。
例）経済的な問題で、生活に困っている方

長く失業している方
引きこもりやニート（若年無業者）で悩んでいる方
働いた経験がなく不安な方 等

◇生活困窮者家計改善支援事業

家計に問題を抱えている生活困窮者等からの相談に応じ、必要な情報の提供や専門的
な助言と指導等を行うことにより、相談者自身の家計を管理する力を高め、早期に生活
が再生されるように支援します。

◇生活福祉資金貸付事業

比較的所得が少ない世帯（低所得世帯）、高齢者世帯、障がい者世帯に対して、資金
の貸付と必要な援助指導を行うことによって、その経済的自立や生活意欲の助長促進、
在宅福祉や社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるよう支援することを目的とす
る貸付制度です。

なお、生活困窮者自立支援法に基づく各事業と連携し、効果的、効率的な支援を実施
することにより、生活困窮者の自立の促進を図るものとしています。

◇津市成年後見サポートセンター事業

認知症や障がいがあっても、住み慣れた地域で安心した生活が送れるように、成年後
見制度※に関する相談に対応し、利用するための手続き、申立、後見活動等をお手伝い
します。

※【成年後見制度】
認知症、知的障がい、精神障がい等によって物事を判断する能力が十分でない方に

ついて、その方の権利を守る援助者を選び、法律的に支援する制度。

－主な事業－

・相談支援 ・後見人支援
・広報啓発 ・法人後見
・利用促進
・地域連携ネットワーク体制

づくり
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お問合せ先
生活支援課 (059)246-1165



生活支援サービス事業

◇外出支援サービス事業

外出することが困難な在宅の高齢者、障がい者に、通院や社会参加促進の便宜を図る
ため、居宅と医療機関等との間の送迎を行います。

Ｑ.どのような人が利用できますか？

津市内に住所を有し、単独での移動及び経済的理由も含め公共交通機関の利用
が困難な方（下記のいずれかに該当する方）

①身体障害者手帳の交付を受けている方
②療育手帳の交付を受けている方
③精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
④要介護・要支援認定を受けている方

Ｑ.どのようなサービスが利用できますか？

車両により、各機関等との間の送迎を行います。
（医療機関、金融機関、行政機関、福祉施設、その他社会貢献活動施設等）

〇送迎の範囲
原則として津市内（隣接市については、片道２０ｋｍ以内）

〇利用回数
原則として月２回以内

〇利用料金
５ｋｍまで３００円、以降５ｋｍごとに２００円

Ｑ.なにか注意事項はありますか？

〇利用を希望される方は、外出支援サービス利用登録申請書を提出してください
〇原則として、介護者の同乗が必要です
〇利用の予約は、利用日の１ヶ月前から７日前までです
〇生活保護を受けている方は、担当のケースワーカーと事前に御相談ください

※地域の助け合いの中で実施しています。ドライバーや車両には限界があり、御希
望に添えない場合もありますので、何卒御理解ください。

お問合せ先
地域福祉課 (059)213-7111
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◇配食サービス事業

美杉地域において、弁当の配達による食事の提供とともに安否確認を行い、健康的で
自立した在宅生活が送れるよう配食サービスを実施します。

【対象】
おおむね６５歳以上のひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯で、心身の障がい及び傷
病によって調理が困難な方

◇声の広報発行・点字シール作成事業

ボランティアグループの協力のもと、視覚に障がいがある方を対象に「広報津」「つ
市議会だより」「つ社協だより」等の各種情報をCDに録音して提供します。

また、津市が発送する文書封筒に貼付する点字シールを作成します。

◇生活支援ハウス運営事業

津市に住所を有する高齢者を対象に、美杉地域において、住居や介護支援、交流機会
を提供し、安心して明るい生活が送れるように支援をします。

お問合せ先
地域福祉課 (059)213-7111
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介護サービス事業

介護保険サービス

◇居宅介護支援事業（ケアマネジャー）

介護を必要とする方が、可能な限り自宅で自立した生活が送れるよう、利用者の心身
の状況や環境、希望に応じた介護サービスを利用するためにケアプランを作成します。
また、介護保険認定の申請代行、サービスを利用するまでの事業所への連絡調整の窓口
となります。

御相談は随時受け付けています。気軽にお問合せください。

◇訪問介護事業（ホームヘルパー）

要支援・要介護の認定を受けられた方、事業対象者が、在宅で安心して生活できるよ
う、訪問介護員（ホームヘルパー）が自宅を訪問し、ケアプランに基づき入浴・排泄・
食事等における身体介護や、調理・掃除・洗濯等の生活援助など、日常生活上のお手伝
いをいたします。

身体介護

●入浴の介助
●排泄の介助
●食事の介助 など

生活援助

●食事の準備や調理
●掃除
●衣類の洗濯
●買い物代行 など

・介護保険の利用方法がわからないな…
・福祉サービスってどんなものがあるの？
・退院するけど、自宅に帰ってからの生活が心配…
・ずっと元気でいるために、外出して体を動かしたい！
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障がい福祉サービス

◇障がい者居宅介護等事業

障がいのある方で、市の障がい支援区分の認定と支給決定を受けた方を対象に、ホー
ムヘルパーが下記のような支援を行います。

◆居宅介護

障がいのある方に、自宅で入浴・排泄・食事等の身体介護や、調理・掃除・洗
濯等の家事援助を行います。

◆重度訪問介護

重度の肢体不自由の方で、常に介護を必要とする方に、自宅で入浴・排泄・食
事の介助を行います。

◆同行援護

重度の視覚障害のある方に、外出時に同行し、移動に必要な情報の提供支援・
移動時の援護及び排泄・食事の介助を行います。

◆移動支援

重度の障がいのある方が、社会生活に必要不可欠な外出や余暇活動の社会参加
のための外出をする場合に、移動の介助を行います。

お問合せ先
介護サービス課(059)246-1166
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地域包括支援センター

地域包括支援センターでは、高齢者の方などが住み慣れた地域で安心して生活を継続
できるよう、保健・福祉・医療の向上・権利擁護・虐待防止・介護予防マネジメントな
ど、総合的な相談を受け付けています。

御相談には、社会福祉士・保健師又は看護師・主任介護支援専門員等の職員が対応し、

専門知識を生かし、相互に連携をとりチームで支援をします。

事業名 事業内容

総合相談・支援事業
高齢者の介護予防や、介護・支援に対して総合的な支援を行

います。また、必要に応じて関連するサービスの紹介なども行
います。

権利擁護・
虐待防止事業

高齢者で、財産管理や金銭管理に不安がある場合、悪質な訪
問販売詐欺にあった場合など、権利擁護に関して必要な相談・
支援を行います。また、虐待防止の早期発見、その他必要な支
援を行います。

介護予防
ケアマネジメント事業

要支援や要介護状態に該当しない方の、介護予防サービスの
相談や、サービス利用などの調整を行います。

包括的・継続的
ケアマネジメント事業

困難事例に関する介護支援専門員（ケアマネジャー）への指
導・助言や関係機関等のネットワークづくりなどを行います。

どうしようかな？
どこに相談したらいいのかな？

いつでもお気軽に
ご相談ください♪
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お問合せ先
介護サービス課(059)246-1166



介護等事業所一覧

介護・福祉に関することは、下記の事業所までお気軽にお問い合わせください。

津市社協介護事業所（北部）
（津市社協河芸支部内）

居宅介護支援
介護予防支援・介護予防ケアマネジメント
訪問介護・介護予防訪問型サービス
障がい者居宅介護

〒５１０－０３１４
津市河芸町浜田８６８
（津市河芸ほほえみセンター内）
TEL ０５９ー２４５－８８８８
FAX ０５９－２４５ー８８９０

居宅介護支援
介護予防支援・介護予防ケアマネジメント
訪問介護・介護予防訪問型サービス
障がい者居宅介護

〒５１５－２６０３
津市白山町川口８９２
（津市白山保健福祉センター内）
TEL ０５９ー２６２－７０２９
FAX ０５９－２６２ー６５２０

津市社協介護事業所（白山）
（津市社協白山支部内）

津市社協介護事業所（美杉）
（津市社協美杉支部内）

居宅介護支援
介護予防支援・介護予防ケアマネジメント
通所介護・介護予防通所型サービス

（休止中）

〒５１５－３５３１
津市美杉町奥津９２９
（津市美杉高齢者生活福祉センター内）
TEL ０５９ー２７４－００２２
FAX ０５９－２７４ー００２４

津北部東地域包括支援センター
（津市社協河芸支部内）

津一志地域包括支援センター
（津市社協白山支部内）

〒５１０－０３１４
津市河芸町浜田８６８
（津市河芸ほほえみセンター内）
TEL ０５９ー２４５－６６６６
FAX ０５９－２４５ー８８９０
（緊急時）

０９０ー９０１４ー６２０２

担当エリア：河芸地域

〒５１５－２６０３
津市白山町川口８９２
（津市白山保健福祉センター内）
TEL ０５９ー２６２－７２９５
FAX ０５９－２６２ー６５２０
（緊急時）

０９０ー９０１４ー６７３２

担当エリア：一志、白山、美杉地域
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お問合せ先
介護サービス課(059)246-1166



津市まん中老人福祉センター

◇津市まん中老人福祉センター

津センターパレス３階にある施設です。
高齢者の方が、健康増進、教養の向上及びレクリエーションの場として利用すること

ができます。

◇利用対象者 津市内在住のおおむね６０歳以上の方

◇利用時間 午前９時から午後５時まで
※カラオケ室は午前１０時から午後３時まで

◇休館日 日曜日・国民の祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日）

◇サービス内容 教養娯楽室 … 電位治療器、ビリヤードなど
集 会 室 … 卓球、健康相談、健康づくり教室など
カラオケ室 … カラオケ
和 室 … 休憩
相 談 室 … 囲碁

◇駐車場 お車でお越しの際は、指定駐車場をご利用ください。
(フェニックス通り駐車場、お城東駐車場、だいたて駐車場)

◇お問合せ先 津市まん中老人福祉センター TEL：０５９－２２２ー５３５０
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プロフィール

□ 性 別… 女の子
■ 誕     生     日… ２月１６日
□ 性 格… おっとり
■ 趣 味… おひるね
□ 好きな食べ物… スイーつ、うなぎ

  津ぎょうざ

由来

□「助け合いのこころ」
■「ありがとうのこころ」

◇社会福祉協議会を通して、あらゆる
人々のこころをつなぐことができるよ
うに、願いを込めて…。

頭のリボン

＝藤堂高虎の兜

丸いからだ

＝やさしさピンク色

＝ぬくもり

津市社会福祉協議会マスコットキャラクター

右手や体の♡

＝しあわせ
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アクセス

社会福祉法人 津市社会福祉協議会

〒５１４－００２７
津市大門７－１５ 津センターパレス３階

FAX (０５９)２２４－６０６７
URL http://www.tsu-shakyo.or.jp

総務課 TEL  (０５９)２１３－７１１２
E-mail : honbu-soumu@tsu-shakyo.or.jp 

地域福祉課 TEL  (０５９)２１３－７１１１
E-mail : honbu-chiiki@tsu-shakyo.or.jp   

生活支援課 TEL  (０５９)２４６－１１６５
E-mail : honbu-seikatsu@tsu-shakyo.or.jp

介護サービス課 TEL  (０５９)２４６－１１６６
E-mail : honbu-kaigo@tsu-shakyo.or.jp

【開業時間】
月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分

久居支部
〒５１４－１１３６
津市久居東鷹跡町２０－２
（津市久居総合福祉会館内）

TEL (０５９)２５６－１２０２
FAX (０５９)２５５－６２８８

令和５年７月１日発行

河芸支部
〒５１０－０３１４
津市河芸町浜田８６８
（津市河芸ほほえみセンター内）

TEL (０５９)２４５－８８８８
FAX (０５９)２４５－８８９０

芸濃支部
〒５１４－２２１１
津市芸濃町椋本６１４１－１
（津市芸濃保健福祉センター内）

TEL (０５９)２６５－４５３１
FAX (０５９)２６５－４９５０

美里支部
〒５１４－２１１３
津市美里町三郷４６－３
（津市美里社会福祉センター内）

TEL (０５９)２７９－３３６６
FAX (０５９)２７９－３３８７

一志支部
〒５１５－２５２１
津市一志町井関１７９２
（津市とことめの里一志内）

TEL (０５９)２９５－００６６
FAX (０５９)２９５－０１１７

白山支部
〒５１５－２６０３
津市白山町川口８９２
（津市白山保健福祉センター内）

TEL (０５９)２６２－７０２９
FAX (０５９)２６２－６５２０

美杉支部
〒５１５－３５３１
津市美杉町奥津９２９
（津市美杉高齢者

生活福祉センター内）

TEL (０５９)２７４－００２３
FAX (０５９)２７４－００２４

安濃支部
〒５１４－２３２６
津市安濃町東観音寺４１８
（津市サンヒルズ安濃内）

TEL (０５９)２６８－５８０４
FAX (０５９)２６７－０８００

香良洲支部
〒５１４－０３１５
津市香良洲町２１６７
（津市サンデルタ香良洲内）

TEL (０５９)２９２－７７１１
FAX (０５９)２９２－７７１２

お気軽に
お問い合わせください♪

本部（津）
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